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議事要旨(2) のれんに関するリサーチ・ペーパー 

 

冒頭、小賀坂副委員長より、のれん及び減損に関する定量的な調査について、リサーチ・

ペーパーの公表を検討している旨が説明された。その後、川西常勤委員よりリサーチ・ペー

パー案の内容について、審議資料に基づき詳細な説明がなされた。 

説明に対する委員からの主なコメントと、それらに対する事務局からの回答は次のとおり

である。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）の公表資料では、リサーチ・ペーパー案に記

載のある、期首残高に対するのれんの費用化額の割合について、その逆数をとるこ

とにより算出された想定される耐用年数の記載はなされないのか。 

これに対して、事務局より、次の回答がなされた。 

 未確定ではあるが、EFRAG の最新のドラフトにおいては、期首残高に対する費用化

額の割合についての記載はあるものの、EFRAG 内の一部で、想定される耐用年数と

いう表現は、耐用年数がないのれんに対して不適当であるという意見があり、想定

される耐用年数についての記載はなされていない。 

 

以 上 


